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病
院
統
合
に
つ
い
て

質
問　

中
央
病
院
が
上
北
医
療

圏
の
他
病
院
と
統
合
し
た
場
合

の
運
営
形
態
を
想
定
し
て
み
て

は
ど
う
か
。

答
弁　

平
成
十
三
年
度
に
上
十

三
地
域
自
治
体
病
院
機
能
再
編

成
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
際
に

病
院
の
統
合
・
再
編
成
に
つ
い

て
各
首
長
と
話
し
合
い
が
あ
っ

た
が
、
合
意
に
は
至
っ
て
は
い

な
い
。
ま
た
、
平
成
十
八
年
度

に
計
画
の
見
直
し
を
行
っ
た

が
、
病
院
の
統
合
に
関
し
て
は

計
画
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
計

画
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体

病
院
の
機
能
分
担
と
連
携
と

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
進
め

な
が
ら
統
合
な
い
し
は
連
携
強

化
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た

い
。

公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
つ
い
て

質
問　

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

つ
い
て
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

　

ま
た
、
既
に
当
市
は
行
政
改

革
に
基
づ
く
集
中
改
革
プ
ラ
ン

あ
る
い
は
病
院
事
業
経
営
健
全

化
計
画
も
あ
る
が
、
こ
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
、
平
成

二
十
年
度
中
に
改
革
プ
ラ
ン
を

策
定
す
る
の
か
伺
い
た
い
。

答
弁　

経
営
の
効
率
化
・
再
編

と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
・
経
営
形

態
の
三
つ
の
視
点
か
ら
病
院
経

営
を
見
直
し
、
平
成
二
十
年
度

中
に
す
べ
て
の
公
立
病
院
で
改

革
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
内
容
的
に
は
、
十

和
田
市
を
含
む
当
地
域
及
び
当

病
院
の
状
況
か
ら
考
え
て
、
非

常
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

趣
旨
を
真
摯
に
受
け
止
め
て
対

応
し
て
い
き
た
い
。

　

改
革
プ
ラ
ン
の
策
定
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
病
院
事
業
経
営

健
全
化
計
画
を
ベ
ー
ス
に
し
た

上
で
、
新
た
に
示
さ
れ
た
三
つ

の
視
点
と
当
地
域
が
置
か
れ
て

い
る
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
検

討
し
て
い
き
た
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て

質
問　

国
に
対
し
て
こ
の
制
度

の
中
止
を
求
め
る
考
え
は
あ
る

の
か
伺
い
た
い
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
料
と

比
較
し
て
、
ど
ん
な
人
が
保
険

料
は
高
く
な
る
の
か
伺
い
た
い
。

答
弁　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

は
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
に
伴

い
、
高
齢
者
の
医
療
費
増
大
の

状
況
を
踏
ま
え
、
将
来
的
に
国

民
皆
保
険
を
堅
持
し
、
持
続
可

能
な
医
療
保
険
制
度
を
確
立
す

る
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
心
身

の
特
性
等
に
応
じ
た
適
切
な
医

療
の
実
施
、
そ
れ
か
ら
高
齢
者

世
代
と
現
役
世
代
と
の
負
担
の

明
確
化
、
公
平
な
保
険
料
負
担

な
ど
を
目
的
と
し
て
、
平
成
二

十
年
度
か
ら
新
た
に
実
施
さ
れ

る
医
療
制
度
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、実
施

状
況
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
賦
課
す
る
側
が
青
森
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
た

め
、
軽
減
措
置
を
含
め
平
成
二

十
年
度
の
保
険
料
額
は
平
成
二

十
年
七
月
の
確
定
賦
課
で
決
定

す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で

年
金
収
入
額
に
よ
る
概
算
の
保

険
料
を
想
定
し
た
も
の
と
な

る
。
保
険
料
が
上
が
る
ケ
ー
ス

の
一
例
と
し
て
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
加
入
者
が
三
人
世
帯

で
全
員
資
産
が
な
く
、
世
帯
主

の
年
金
収
入
が
二
百
三
十
九
万

円
、
他
の
保
険
者
が
基
礎
年
金

七
十
九
万
円
の
受
給
者
と
仮
定

し
た
場
合
で
は
、
軽
減
割
合
は

二
割
と
な
り
、
三
人
の
保
険
料

は
十
六
万
九
百
円
と
な
る
。
現

在
の
国
保
税
に
基
づ
い
て
算
定

し
た
場
合
は
、
十
五
万
七
千
五

百
円
と
な
り
、
保
険
料
が
三
千

四
百
円
高
く
な
る
。

ご
み
対
策
に
つ
い
て

質
問　

ご
み
有
料
化
の
計
画
は

あ
る
の
か
伺
い
た
い
。

答
弁　

ご
み
問
題
に
つ
い
て

は
、
処
理
費
用
に
対
す
る
市
の

負
担
、
最
終
処
理
場
の
逼
迫
な

ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
お

り
、
ご
み
の
有
料
化
は
、
ご
み

の
リ
サ
イ
ク
ル
率
等
の
向
上
や

ご
み
処
理
費
用
の
削
減
な
ど
に

資
す
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の

た
め
に
、
今
後
他
市
町
村
の
動

向
や
、
十
和
田
市
広
域
事
務
組

合
の
事
業
等
を
見
き
わ
め
な
が

ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

産
廃
処
理
施
設
に
つ
い
て

質
問　

青
森
Ｒ
Ｅ
Ｒ
付
近
の
河

川
下
流
で
環
境
基
準
を
超
え
た

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
検
出
さ
れ

た
と
の
報
道
に
つ
い
て
、
当
市

は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る

の
か
伺
い
た
い
。

　

ま
た
、
県
が
、
加
熱
処
理
は

不
安
要
素
が
多
い
と
発
言
し
て

い
る
こ
と
に
対
し
て
ど
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
る
の
か
伺
い
た

い
。

答
弁　

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
項

目
で
環
境
基
準
値
一
ピ
コ
グ
ラ

ム
を
超
え
る
二･

八
ピ
コ
グ
ラ

ム
が
検
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

だ
が
、
直
ち
に
健
康
被
害
を
も

た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
聞
い

て
い
る
。
現
在
県
と
青
森
市
で

原
因
特
定
の
た
め
調
査
中
で
あ

る
と
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
情
報

収
集
に
努
め
て
い
き
た
い
。

　

加
熱
処
理
は
不
安
要
素
が
多

い
と
の
発
言
に
つ
い
て
、
県
の

担
当
者
か
ら
発
言
の
真
意
を

伺
っ
た
と
こ
ろ
、
焼
却
施
設
は

年
二
回
そ
れ
ぞ
れ
約
一
ケ
月
程

度
の
定
期
点
検
が
必
要
で
、
そ

の
間
施
設
は
稼
動
休
止
す
る
た

め
、
県
境
産
廃
の
搬
入
が
で
き

な
い
。
そ
の
た
め
、
計
画
通
り

に
処
理
が
進
ま
な
い
こ
と
か
ら

の
発
言
で
あ
り
、
焼
却
処
理
施

設
が
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
す

と
い
う
意
味
に
は
受
け
止
め
て

い
な
い
。

公
園
遊
具
に
つ
い
て

質
問　

公
園
遊
具
の
耐
用
年
数

明
記
公
表
後
の
対
応
策
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

　

ま
た
、
高
森
山
等
の
ス
ポ
ー

ツ
施
設
に
公
園
サ
ポ
ー
タ
ー
制

度
を
創
設
す
る
考
え
が
あ
る
か

伺
い
た
い
。

答
弁　

耐
用
年
数
に
つ
い
て

は
、
使
用
部
材
ご
と
に
設
定
す

る
こ
と
と
し
、
四
月
に
新
基
準

を
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
国

等
、
関
係
機
関
の
動
向
を
踏
ま

え
、
具
体
的
な
対
策
を
図
り
た

い
。
事
故
防
止
に
当
た
っ
て

は
、
市
職
員
に
よ
る
月
一
回
の

点
検
と
、
専
門
業
者
に
よ
る
年

一
回
の
精
密
点
検
、
年
三
回
の

定
期
点
検
を
実
施
し
、
遊
具
の

安
全
確
保
に
努
め
て
い
き
た

い
。

　

公
園
サ
ポ
ー
タ
ー
制
度
に
つ

い
て
は
、
今
後
指
定
管
理
者
制

度
の
導
入
と
同
様
に
検
討
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

歩
道
整
備
に
つ
い
て

質
問　

十
和
田
湖
支
所
か
ら
十

和
田
湖
総
合
運
動
公
園
ま
で
の

市
道
に
歩
道
を
設
置
で
き
な
い

か
伺
い
た
い
。

答
弁　

市
道
公
園
線
は
、
十
和

田
湖
保
健
セ
ン
タ
ー
、
十
和
田

湖
総
合
運
動
公
園
等
の
市
の
公

共
施
設
に
至
る
路
線
で
交
通
量

は
多
い
と
認
識
し
て
い
る
。
歩

道
整
備
に
当
た
り
、
交
通
量
と

学
童
及
び
一
般
歩
行
者
の
通
行

状
況
を
調
査
し
な
が
ら
考
え
て

い
き
た
い
。
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